
■募集職種

■�選考　4月当初から雇用の場合、前年度の２月頃より各所属において選考を開始する予定
です。その後は、各部署において雇用する必要が生じた際に、登録された方の中から、書
類審査や面接試験などを行います。
※�登録された方全員に、連絡や雇用をするとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

登
録
町
臨
時
職
員
等
の
登
録
制
度

有
効
期
限
満
了
の
お
知
ら
せ

総
務
課�

行
政
係�

☎
77
‐
３
９
０
１

　
現
在
、
臨
時
職
員
等
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
方
も
、
登
録
の
有
効
期

限
が
満
了
と
な
り
ま
す
。
平
成
26
年
度
以
降
の
登
録
を
希
望
す
る
場
合
、

改
め
て
新
規
で
登
録
申
込
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
登
録
募
集
案
内

　
町
で
は
、
職
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場

合
な
ど
の
臨
時
職
員
等
の
雇
用
に
つ
い

て
、
登
録
の
申
込
み
が
あ
っ
た
方
の
中

か
ら
選
考
す
る
登
録
制
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
基
づ
く
障
害
者

雇
用
の
登
録
に
つ
い
て
も
併
せ
て
ご
案

内
し
ま
す
。

■
提
出
書
類

①
芝
山
町
臨
時
職
員
等
登
録
申
込
書

② 

資
格
が
必
要
な
職
種
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
資
格
証
明
書
の
写
し

■�

障
害
者
雇
用
の
場
合
に
追
加
さ
れ
る

条
件
な
ど

○
勤
務
条
件

　
自
力
で
通
勤
で
き
、
介
護
者
な
し
で

職
務
の
遂
行
が
可
能
な
方

○
提
出
書
類

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
写
し

■
申
込
み
受
け
付
け
（
郵
送
可
）

　
提
出
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

総
務
課
行
政
係
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

■�

受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分

※ 

閉
庁
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

末
年
始
）
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。

■
登
録
有
効
期
限

　
登
録
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、
登

録
有
効
期
限
は
、
平
成
28
年
３
月
31
日

ま
で
で
す
。

■
問
合
せ

〒
２
８
９
│
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９
２

千
葉
県
山
武
郡
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山
町
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池
９
９
２

芝
山
町
総
務
課
行
政
係
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✉gyousei@
tow
n.shibayam

a.lg.jp

職　種 賃　金 免許・資格等 勤務先 備　考

一般事務職
時給   870円 なし

本庁、各施設
（例）総務課、町民税務課、
まちづくり課、福祉保健
課、保健センター、教育委
員会事務局、中央公民館、
芝山古墳はにわ博物館など

未定 なし まちづくり課 キャラクター
運営

用務員 時給   870円 なし
本庁、各施設

（例）教育委員会事務局、
菱田小学校

保育所用務員 時給   870円 なし 町内　各保育所 調理業務を
含む

管理人 時給   870円 なし 町内　体育施設

保育士 時給1,050円 保育士免許 町内　各保育所

待機保育士 時給1,050円 保育士免許 町内　各保育所 月に10日
程度の勤務

一時保育
対応保育士 時給1,050円 保育士免許 第二保育所 月に16日

程度の勤務

時間外保育士 時給1,050円 保育士免許 町内　各保育所 朝・夕各3時間
程度の勤務

バス運転手 月給（要相談） 大型自動車第一種
または第二種免許

総務課
教育委員会事務局

レセプト
点検員 日給8,000円 医療事務または

ﾒﾃｨ゙ｶﾙｸﾗｰｸ資格 町民税務課

介助員 時給1,000円 なし 町内　小・中学校

特別支援教育支援員
（学習支援員） 時給1,300円 教員免許 町内　小・中学校

埋蔵文化財
調査員 月給（要相談） 要経験 芝山古墳・はにわ博物館

埋蔵文化財
作業員 時給   960円 経験者優遇 芝山古墳・はにわ博物館 発掘作業および

整理作業補助

保健師 日給10,000円 保健師免許 保健センター

幼児交通安全指導員 時給   870円 経験者優遇
まちづくり課（山武警察署
管内幼児交通安全指導協議
会）

警察環境監視員 日給12,600円 経験者優遇 まちづくり課

介護支援専門員 時給1,200円 介護支援専門員 地域包括支援センター
（本庁・福祉保健課内）

週３日程度の
勤務

問
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年
金

国
保

学
生
納
付
特
例
制
度

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

毎
年
申
請
が
必
要
で
す

医
療
・
介
護
の
負
担
を
軽
減

町
民
税
務
課�

国
保
年
金
係�
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３
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町
民
税
務
課�

国
保
年
金
係�

☎
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‐
３
９
１
３

　
学
生
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
町
民
税
務
課
国
保

年
金
係
に
申
請
し
、
日
本
年
金
機
構
で
前
年
の
所
得
な
ど
の
審
査
・
承
認

を
受
け
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
と
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
で
す
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の

学
生
ま
た
は
生
徒
で
、
本
人
の
前
年
所

得
が
１
１
８
万
円
以
下
の
方

■
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
、
平
成
25
年
度
有
効
の
学

生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学
証
明

書
、
印
鑑

　
　
　
　
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！
　
　
　

①
結
果
通
知

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
承
認
（
ま
た
は

却
下
）
通
知
が
後
日
郵
送
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
納
付

書
が
送
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

　
承
認
期
間
は
４
月
（
ま
た
は
20
歳
誕

生
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

③
学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き

　
卒
業
後
な
ど
に
厚
生
年
金
・
共
済
組

合
に
加
入
す
る
予
定
が
な
い
方
で
、
引

き
続
き
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
若
年
者
猶
予
（
30
歳
未
満
の
方
に

　
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
）
の
世
帯
内
で
、
毎
年

８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
に

支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
自
己
負
担
額
の
合
計
（
※
１
）
が
一

定
額
（
自
己
負
担
限
度
額
※
２
）
を
超

え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
そ
の
超
え
た

分
の
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
※
１
）「
高
額
療
養
費
」
お
よ
び
「
高 

　 

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給

さ
れ
る
分
は
除
き
ま
す
。

（
※
２
）
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

　 

員
の
年
齢
や
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。

■
申
請
の
方
法

○�

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
12
月
下
旬
か
ら
１
月
中
旬
を
目
途
に
、

支
給
対
象
と
な
る
世
帯
（
平
成
24
年
８

月
１
日
か
ら
平
成
25
年
７
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
に
変
更

が
あ
っ
た
世
帯
を
除
く
）
に
対
し
て
申

請
関
係
書
類
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
町
民
税
務
課

限
る
）、
保
険
料
免
除
の
申
請
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
ご
注
意
】

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け

る
た
め
の
期
間
に
参
入
さ
れ
て
未
納
期

間
と
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
将
来
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
期
間
に

は
参
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
の
計
算

に
は
入
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
を
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る「
追
納
」

を
お
勧
め
し
ま
す
。

問

問

国
保
年
金
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健
康

保
険
な
ど
）
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
事
前

に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係
（
☎
77
│

３
９
１
４
）
で
介
護
保
険
分
の
「
自
己

負
担
額
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
、
こ

れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ご
注
意
】

　
平
成
24
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
25
年

７
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
ご
加
入
の
医

療
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
基

準
日
（
平
成
25
年
７
月
31
日
）
時
点
の

医
療
保
険
担
当
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
合
せ
先

○�

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

⇩
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

○�

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健
康

保
険
な
ど
）
の
加
入
者

⇩
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口
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